
  

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 月 11 日に、岩手・宮城県沖で発生した M

９の巨大地震と大津波による甚大な被害は東

北、長野、関東にもおよびました。被災した住

民や自治体と協働し復旧や街づくりをしてい

かなければなりません。 

 さらに福島原発事故は、これまで「脱原発」

を求めてきた市民ネットワークとしても今後

の東電や政府の対応、原発政策のあり方に市民

住民の参画を求めていきたいと考えます。 

市民ネットワーク千葉県は、被災した皆さま

に心からお見舞い申し上げるとともに、復旧復

興に尽力されている市民活動団体にむけて助

成による支援をおこないます。 

●寄付をお願いします！ 

今回の助成を市民ネットからの 200 万円と

皆様からの寄付の合算でおこないますので、ぜ

ひ寄付によるご協力をお願いいたします。 

助成の目的  

 

応募要項  

 
◆ 応募 

所定の応募用紙に資料を添付して郵送で提

出して下さい。 

【応募期間】 ８月～１０月末日 （必着） 

2011 年 12 月～翌年 12 月に実施される事業

が対象となります。 

県ネットホームページから応募用紙がダウン

ロードできます。 

 

◆ 審査 
書類審査選考を経て助成団体を11月に決定

します。 

  〈推薦のお願い〉 

   活動している当該自治体(県市町村)の受託を

受けたボランティア活動センターなどや、日頃

活動している地域にある特定非営利活動法

人格からの推薦をお願いします。 

 

◆ 助成 
総額 200 万円と寄付の合算総額です。 

一団体上限 50 万円。 

2011 年度は 11 月に実施予定。 

使途が明確であり適切な費用、事業立上げ

のための費用（広報費・物品費・人件費・事務

所費等）が対象です。 

 

◆ 助成活動報告書・収支報告書 
原則として、事業が終了しだい所定の用紙に

て年度内に提出してください。 

 

●寄付振込先● 
郵便局  00190-2-184191 

加入者名  市民ネットワーク千葉県 

通信欄に、「東日本大震災・市民活動支援」と記

入ください。 

 

 

以下の活動をしている市民団体を対象とします。 

①被災地で支援活動している地元の市民活動団

体。 

②被災者を受け入れている地域で被災者支援を

している市民活動団体。 

・ 復旧支援活動…復旧作業基盤が整うまでの緊急

的な活動 

・ 生活支援活動…生活基盤や環境を取り戻すた

め、住民と協働した生活支援活動 

・ 復興支援活動・街づくり活動…一人ひとりの生

活を質を高め、街の再生や活性化をはかるため

住民と協働した街づくり活動 

 

 

 

助成対象  

 

 2011 ちば元気ファンド  
 

市民ネットワークは地域で暮らして

いるさまざまな市民 ・住民がともに考

えながら街づくりをすすめ、地域の行

政 ・議会への参画をおこなっていま

す。 

「ちば元気ファンド」では、地域に新

たな働き方を創出する市民事業の立

ち上げや市民活動を支援し、「参加

型政治」をさらに広げるため、意欲あ

る女性や市民によるローカルパーティ

の立ち上げを応援します。 

 

これまでに、40 団体へ総額 1361 万円の

助成をおこないました。 

●市民活動・市民事業部門【上限50万円】 

地域に新たな働き方創りだす事業、チャレ

ンジ性のある市民活動が対象です。 

●ローカルパーティ部門【上限 100 万円】 

「参加型政治」をめざすローカルパーティ

（地域政党）の立上げが対象です。 

※2011 年度は 9 月末日〆切（必着）です。

詳しくはHPをご覧いただくかお問い合わせ

下さい。 

 

<2010 年度助成団体> 

・ワーカーズコレクティブ風車 

・NPO 法人一粒舎 

・有害化学物質から子どもの健康を守る 

千葉県ネットワーク 

・カフェバルコニーの家 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ネットワーク千葉県は、地域の大事なことを

行政や議会にお任せにせず、市民も決定や街

づくりに参加しようという市民活動から始まった政

治団体です。既存の政党には所属せず、地域か

ら政治を変えようと、県内 10 市で 17 人（県議 2

人・市議 15人／2011年 7月現在）の議員を送り

出し、ともに活動しています。 

●県内の地域ネット 

 市民ネットワーク・のだ 

 市民ネットワーク・かしわ 

 市民ネットワーク・市川 

 市民ネットワーク・ふなばし 

 さくら・市民ネットワーク 

 よつかいどう市民ネットワーク 

 市民ネットワークちば 

 いちはら市民ネットワーク 

 袖ヶ浦市民ネットワーク 

 きさらづ市民ネットワーク 

  

１． 議員はローテーション 

   市民ネットワークの議員は原則２期で交代

し、地方議員を職業化、特権化しません。議

員終了後は、市民活動などに経験を活かし

市民の政策参加を後押しします。 

 

２． 議員報酬を市民活動費に 

   議員報酬を市民の調査活動資金に使ってい

ます。お金の流れはすべて公開しています。 

 

３． 選挙はすべて手づくり・市民参加で 

   市民による政治参加は、市民参加の選挙か

ら。選挙は市民のカンパとボランティアの手

作りでおこないます。 

◆連絡先・問合せ先◆ 

市民ネットワーク千葉県 
ちば元気ファンド事務局 

 

〒260-0013 

 千葉市中央区中央4-10-11 ｱｲﾋﾞﾙ 6F 

  ☎  043-201-1051 

  Fax  043-223-6651 

  E ﾒｰﾙ  chiba@ken-net .gr . jp  

 http://www.ken-net.gr.jp/ 

 

市民ネットワーク千葉県 

★市民ネット  ３つのルール★ 

 

 


